
福島大学生活協同組合　プロジェクト”x”C　申込規約 

 

本規約は「プロジェクト”x”C（大学生の基礎力講座「Fu･root」、英語コミュ力講座 

「E-com」、Online異文化交流inフィリピン含）」（以下、「本プログラム」という）のお申込み

にあたり、事前に申込者に同意していただく必要のある事柄を記載しています。本プログラム

にお申込みいただいた時点で、申込者は本規約の内容を理解し、同意したものとみなします。 

【１】プログラム概要 

　◆プログラム 

　・プログラム名：プロジェクト”x”C 

　・実施形態：対面およびオンライン（Zoomミーティング） 

　・実施期間：2026年4月～2026年7月のうちFu･root1回+E-com5回+異文化交流2回 

　・参加料：79,800円 

　・参加料に含まれるもの：受講料、教材費(大学生の基礎力講座「Fu･root」、 

　　英語コミュ力講座「E-com」、Online異文化交流inフィリピン)  

　・参加料に含まれないもの：参加者の個人的費用（通信費、デバイス使用料） 

　運営協力（提携運営団体）：福島大学生活協同組合／株式会社アルク／ 

　　　　　　　　　　　　　（株）With The World 

【２】お申込み方法・締切等 

　・申込方法：新入生サポートセンターにてプロジェクト”x”Cをお申し込みください。 

　・申込締切：2026年4月3日 

　　＊定員に達した場合には締切前でも申込受付を終了いたします。 

【３】契約解除・返金について　 

・クーリング・オフ 

　　1.​ 契約の成立日を含む8日間は、書面により無条件に当該講座の役務提供契約の申込み

　　　の撤回(当該契約が成立した場合は当該契約の解除)を行うこと(以下、「クーリン　　　　　

グ・オフ」といいます)ができます。 

　　2.​ 前項に規定する解約の効力は、契約解除の通知書面を当組合へ提出、もしくは郵送　　

　した日(郵便消印日付)から生じます。 

　　3.​ この場合は、申込者は違約金や損害賠償を支払う必要はありません。受講費用の 

　　　全部または、一部を支払われている場合は、速やかに当組合よりその金額の返還を　　　　

うけることができます。 

　　4.​ クーリング・オフが不実告知による誤認または威迫による困惑によって行使されな　　　

かった場合には、申込者が改めてクーリング・オフができ る旨の書面を受領した日　　　を含む

8日間を経過するまでは、クーリング・オフができるものとします。 

　・2026年4月10日の、新入生サポートセンター営業時間内に「解約申請書」を提出した場　 

　　合、講座申込み規定に基づき返金いたします。　 

　・2026年4月11日以降の契約解除の場合、各受講回の前週金曜日の新入生サポートセン 

　　ター営業時間内に「解約申請書」を提出した場合、使用教材および講座実施回数に応じて　 

　　福島大学生協で定める金額を返金いたします。　　 

　・大学生の基礎力講座「Fu･root」、英語コミュ力講座「E-com」、 

　　Online異文化交流inフィリピンは、プロジェクト”x”Cに付帯しますので、 

　　プロジェクト”x”C申込者は全員参加となります。本人の希望で本プログラムを 

　　参加しない場合の返金はありません。 

　・当組合では、本プログラムについては原則として申込者に対するいかなる返金・賠償の責　

　　を負わないものとします。（申込者都合による欠席や申込者側の通信不良が理由でプログ

　　ラムに参加できなかった場合も含む） 

【４】プログラムの催行中止・中断した場合の対応 



　・当組合が必要と認めた場合（災害・感染症等による影響）、プログラム提供者 

　　（大学生協）または異文化プログラム現地（フィリピン）の通信不良により、継続して60分以

　　上プログラムが停止、あるいはプログラムの進行が難しいと判断した場合は、プログラム　

　　の催行を中止、または中断する場合がございます。 

　・上記事由に該当する場合、他日程への振替または該当するプログラム料を受講単価で　　　

　　返金いたします。 

【５】その他注意事項 

　◆個人情報の利用目的、共同利用について 

　・個人情報の取扱いについては、福島大学生協の個人情報保護方針に基づき適正な 

　　管理・利用と保護に努めます。 

　・本プログラムの申し込みの際にご提出いただいた個人情報について、申込者との間の　　　

　　連絡のために利用します。 

　・申込者の個人情報のうち、大学名・氏名・電話番号・メールアドレス・その他プログラム運営

　　上必要となる最小限の範囲の情報について、提携運営団体（株式会社With The World）

　　との間で、共同して利用します。 

　◆使用機器、PC環境等の準備について 

　・申込者は、自己の責任において、プログラム参加に必要な機器・通信環境等を用意 

　　するものとします。機器の購入費、通信料その他通信にかかる契約料などは申込者の自己

　　負担となります。 

　・使用機器について 

　　・下記のいずれかを搭載したPC、タブレット、またはモバイルデバイスが、 

　　　プログラム参加に必要となります。 

　　　※プログラムに円滑に参加して頂くため、PCを推奨します。 

　　・スピーカーとマイク（内蔵型、有線接続型、無線接続型） 

　　　※視聴環境によってはヘッドセットのご利用を推奨します。 

　　・ウェブカメラ（内蔵型またはUSBプラグイン型） 

　・PCの環境設定 

　　・インターネット接続（有線または無線（Wi-Fi/３G/４G/LTE、または５G））。 

　　・Zoomアプリのダウンロード（https://zoom.us/jp-jp/meetings.html） 

　　・プログラム中、ビデオON、オーディオONで参加できる環境 

　・Zoomの利用 

　　・申込者はZoomの利用に際し、下記に定める事項について同意したものとします。 

　　・申込者はZoomを提供するZoomビデオコミュニケーションズ社が定めるサービス規約

　　　に従うものとします。 

　　・事前にアプリをインストールし、その機能を確認することは申込者の責任とします（アプリ

　　　が最新版にアップデートされているかご確認ください） 

　・申込者のアプリおよびその利用に必要なハードウェアの故障・設定不備もしくは不具合に　

　　より、プログラムに参加できない場合、当組合および提携運営団体は一切の責任を負わな

　　いものとします。 

　・当組合と提携運営団体はZoom運営会社側の事由により生じた不具合については 

　　責任を負いかねます。また、本プログラムに関連しないZoomに関するお問い合わせにつ

　　いては、一切対応いたしかねます。 

　◆当組合と提携運営団体は、申込者が本プログラムに参加する際、申込時に登録した 

　　氏名との一致を確認することによりプログラム参加者が申込者本人であるとみなします。 

　◆禁止事項について 

　・下記の事項は一切できません。申込者が下記のいずれかに該当する行為を行った場合、 

　　当組合はプログラム参加の強制停止をする場合があります。 

　・不適切な内容、誹謗中傷、虐待、性的表現を含む発言や内容の共有 



　・違法行為または違法行為を助長や委託をするもの、当組合または第三者の知的財産権　　

　　を侵害する行為（プログラム中の動画・写真撮影やそれらを当組合員の許可なく他者へ　　

　　共有する行為も含む） 

　・第三者の個人情報を含むものの共有（SNSへの掲載等）、または個人情報を要求する行為 

　・プログラム参加者への迷惑行為や名誉を傷つけたり、その恐れがある行為 

【６】お問い合わせ先 

　　　福島大学生活協同組合　TEL 024-548-5141 

 

 


